
仕 様 書 

 

 

１．件名及び数量  ハンドフットクロズモニタ １台 

 

２．納入場所  国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 

（茨城県つくば市松の里１） 

        A-12棟（ＲＩ実験棟） 1階 汚染検査室 

        （別紙 位置図１および位置図２を参照） 

 

３．納入期限  令和８年１１月２７日 

 

４．調達の目的 

森林総合研究所ＲＩ実験棟では、放射性同位元素を保管、使用および廃棄

している。ＲＩ実験棟の管理区域から退出する時には、放射性同位元素によ

る身体および衣服の汚染を検査することが法令により義務付けられており、

そのための検査機器としてハンドフットクロズモニタを使用している。しか

し、現在使用しているハンドフットクロズモニタは老朽化し、修理不可能と

なった。放射性同位元素による身体および衣服の汚染を検査するために必要

不可欠であるため、本装置を導入する。 

 

５．仕様詳細 

（１）ハンドフットクロズモニタ 

   １）ハンドフットクロズモニタ（以下「本装置」という。）のみで、手、

足、および衣服の汚染検査ができること。 

   ２）測定対象放射線は、β線およびγ線であること。 

   ３）汚染を測定する対象部位は、右手、左手、右足、左足、および衣服で

あること。 

   ４）放射線検出器は、ハロゲンＧＭ管であること。 

   ５）放射能検出限界は、36塩素（36Cl）に対して 0.8ベクレル毎平方セン

チメートル以下であること。 

   ６）汚染検査の結果は、本装置に備えたカラー液晶ディスプレイに表示さ

れること。 

   ７）汚染を検出した場合には、本装置の警報装置が作動すること。 

   ８）本装置に、自然放射線（バックグラウンド放射線）の自動減算機能を



内蔵すること。 

   ９）本装置に、自己診断機能（故障チェック機能）を内蔵すること。 

   10）本装置の寸法は、幅 600mm 以下×奥行き 800mm 以下×高さ 1500

㎜以下であること。 

   11）必要な電源は、AC100V（単相）、15A以下であること。 

 

６．その他 

（１）装置の搬入、設置、調整 

   １）受注者は、本装置の納入に当たっては、搬入方法、設置場所、調整な

ど必要な事項について事前に森林総合研究所担当者と十分に協議を行

うこと。 

   ２）受注者は、納入完了後、装置の各部が正常に動作するよう調整を行う 

こと。 

   ３）受注者は、ＲＩ実験棟で現在使用中のハンドフットクロズモニタ

（アロカ社製、MBR-51）を取り外し、森林総合研究所敷地内の指定

された場所（返納倉庫、１階）に運搬すること。 

（２）マニュアル、使用説明 

   １）本装置の説明、使用方法、点検方法などを記載した和文マニュアルを

1部添付すること。 

   ２）受注者は、本装置を操作する職員への取扱説明を行うこと。 

（３）メンテナンス 

    受注者は、本装置における能力内での使用中に発生した 1 年以内の故

障については、その修理、調整等無償で行うこと。 

（４）その他 

    仕様詳細に関する疑義が生じた場合は、森林総合研究所担当者と打ち

合わせの上、その指示に従うこと。 



別紙 位置図１ 



別紙 位置図２ 


